
３．次期三重県建設産業活性化プラン（仮称）
の骨子案について
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１．建設業をとりまく現状と課題



三 重 県
Mie Prefecture1-1．三重県建設産業活性化プランの策定趣旨

三重県建設産業活性化プランの策定趣旨

• 地域の建設業は、県民生活に必要な社会資本の整備・維持修繕はもとより、災害時の緊
急対応など県民の安全・安心を確保するうえで重要な役割を担っている。

• しかしながら、地域の建設業では就業者の高齢化や若年就業者の減少が進んでおり、担
い手確保が喫緊の課題となっている。

• 第三次建設産業活性化プラン（現プラン）においても、労働環境の改善や生産性向上に
取り組んでいるが、今後もこれらの取組みをより一層加速させていく必要がある。

• 「新・担い手３法」が施行され、「働き方改革の推進」「生産性向上」等のテーマに対
し、といった発注者・受注者の責務等が明記された。

次期三重県建設産業活性化プラン（仮称）（次期活性化プラン）

県と建設業界が連携することで、建設業が抱える課題等を解決し、地域の
建設企業が、時代の変化に対応しながら、将来にわたり存続し続けること
を目指して次期活性化プランを策定します

•

•

•
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社会基盤整備

1-2．地域の建設業の役割

将来にわたり地域社会を持続・発展
させるための社会資本の整備・維持管
理を担っている役割。

災害復旧

社会資本整備
・

維持管理

地域の安全・

安心の確保

地域雇用 地域の主要な産業として、雇用を確保し、経済活動を支
える重要な役割。

頻発・激甚化する水害・土砂災害や南
海トラフ地震の発生が危惧される中で、
発災後の緊急対応や、迅速な復旧・復興
作業、豚熱などの家畜伝染病の発生時に
おける防疫作業など「地域の守り手」と
しての担っている役割。

防疫作業

三 重 県
Mie Prefecture
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1-3．新・担い手３法について 三 重 県
Mie Prefecture
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1-4．現状と課題

■建設業をとりまく環境（建設投資額、公共予算額）

7

県内の建設投資額

県の公共予算額

（出典：国土交通省「建設総合統計」）

（出典：三重県）

• 県内の建設投資額は、平成12年度をピークに平成23年度まで減少しているが、その後増加傾向となっている。
• 国土強靭化のための「3か年緊急対策」や「5か年加速化対策」により、県の公共予算額は平成30年度から増加傾向と
なっている。

3か年緊急対策
H30～R2

5か年加速化対策
R3～R7

三 重 県
Mie Prefecture
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1-4．現状と課題

■建設企業の現状（県内企業数、売上高経常利益率）

売上高経常利益率県内の建設企業数の推移

• 三重県の建設企業数は年々減少している。（全産業企業数17%減に対し22%減）
• 三重県内の建設企業（売上高1億円以上）の売上高経常利益率の平均値は年々増加しており、令和3年度には5%となって
いるが、産業全体と比べると以前低い状況にある。

（出典：総務省「経済センサス」）

（出典：東日本建設業保証株式会社、経済産業省企業活動基本調査）

※

※調査に用いる母集団名簿を変更したことにより、調査対象企業数が増加し、経常利益
金額が増加。（R3年度調査より調査内容変更）

三 重 県
Mie Prefecture
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1-4．現状と課題

■建設業の担い手について（建設就業者数）

9

県内の建設業就業者数の推移

（出典：総務省「国政調査」）

• 県内建設就業人口の減少が深刻（若者の建設業離れと就業者の高齢化）
• 60歳以上の建設従事者は全体の３割弱（令和4年度は35%）を占めており、１０年後にはその大半が引退すること

が見込まれる。
• 地域別では、尾鷲・熊野地域が他地域に比べ少ないが、就業者割合は約10％と高く地域の主要な産業となってい

る。
地域別の建設業就業者数
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60歳以上39歳以下

建設企業の状況（県発注工事における技術者の状況）(R4年度契約工事)

高齢人数
（60歳以上）

率

196人 35％

若手人数
（39歳以下）

率

49人 9％

（出典：総務省「国政調査」）

コリンズ抽出土木一式 N=561

平均 54 歳

三 重 県
Mie Prefecture
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他地域に
比べ就業者
割合が高い



1-4．現状と課題

10

高等学校卒業後の就職者数

建設業に入社した経緯（県内建設企業若手人材へのアンケート）

■建設業の担い手について（三重県新卒（高校）就職者数動向）

• 就業者数は４年間で１８％減少している。（うち建設業は200人前後となっている）
• 三重県内の建設業関係職種の有効求人倍率は全職種に比べ高く、充足率は低い。
• 高校生が就職する際には家族や学校関係者によるところが大きい。

県内建設業関係職種の有効求人倍率

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）

県内建設業関係職種の充足率

（出典：文科省「学校基本調査」）

三 重 県
Mie Prefecture
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有効求人倍率=
企業からの求人数

求職者数

有効求人倍率＞1 (高い） 人手不足
有効求人倍率＜1  (低い） 就職難

充足率 =
充足数（求人と求職者が合う件数）

求人数

充足率 高い 買い手市場
充足率 低い 売り手市場

14票

12票

8票

6票

4票

4票

2票

1票

【アンケート対象】
県内建設企業で勤務
する10～30代の若手
就業者

他業種に
比べ高い

低い

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）



三 重 県
Mie Prefecture1-4．現状と課題
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建設業の中途入社の前職種（県内建設企業アンケート）

■建設業の担い手について（中途採用者動向）

• 企業アンケートでは約65％が中途入社となっている。
• 入社前の職種については、約40%が「建設業」となっていることから、半数以上が「建設業以外」の職種から入社し

ている。
• 企業が直近３年間で採用活動を行った対象は、「社会人（建設業経験者）」が最も多い。

建設業の新卒/中途の入社状況（県内建設企業アンケート）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）

採用活動を行った対象者（県内建設企業アンケート）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）
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【アンケート対象】
令和4年度建設工事入
札参加資格（土木一式
工事）を有する県内建
設業者1,580業者

【アンケート対象】
令和4年度建設工事入
札参加資格（土木一式
工事）を有する県内建
設業者1,580業者

【アンケート対象】
令和4年度建設工事入
札参加資格（土木一式
工事）を有する県内建
設業者1,580業者



30票

30票

20票

10票

9票

28票

16票

6票

三 重 県
Mie Prefecture1-4．現状と課題

• 建設業の高卒就業者（全国）は、その約４割が３年後に離職している。
• 三重県の建設企業へのアンケート調査では、約半数の企業が採用しても離職している結果となっている。
• 離職の理由は、「仕事内容の問題」「賃金・給与の問題」「労働時間の問題」などが挙げられる。

■建設業の担い手について（全国の高卒就業者の離職状況）

建設業の新規高校卒就業者の3年目までの離職状況

離職者あり

48.7%
離職者なし

51.3%

直近3年間で新たに採用した県内の技術者・技能労働者
の離職状況（県内建設企業アンケート）

離職理由（県内建設企業アンケート） 離職理由（県内建設企業の若手人材アンケート）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）（出典：厚生労働省「新規学校卒業就職者・離職状況調査結果）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）
12

【アンケート対象】
令和4年度建設工事入
札参加資格（土木一式
工事）を有する県内建
設業者1,580業者

【アンケート対象】
令和4年度建設工事入
札参加資格（土木一式
工事）を有する県内建
設業者1,580業者

45票

37票

27票

23票

8票

6票

5票

28票

【アンケート対象】
県内建設企業で勤務
する10～30代の若手
就業者



■建設業の労働環境について（三重県の建設業の労働時間）

13

• 県内の建設業の年間総実労働時間は、近年緩やかに減少傾向であるが、全産業平均と比較して年間300時間以上長い状況と
なっている。

• 令和6年4月から時間外労働の上限規制が始まる

建設業の年間総実労働時間

時間外労働の上限規制

最も忙しい時期の１週間の労働時間

（出典：三重県「毎月勤労統計調査結果」）

（県内建設企業の若手人材アンケート）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）

1-4．現状と課題

時間外上限規制
の対象

●時間外労働の上限が原則として月45時間・年間360時間。
※災害への対応や突発的な機械設備の故障の修理など臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合
（特別条項）は、以下のとおり。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満（災害対応は適用なし）
・時間外労働と休日労働の合計について、２～６か月平均がいずれも１月あたり80時間以内（災害対
応は適用なし）

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、６か月が限度

●上記に違反した場合には、罰則（懲役６か月以下又は30万円以下の罰金）が科され
る恐れあり

三 重 県
Mie Prefecture
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【アンケート対象】
県内建設企業で勤務
する10～30代の若手
就業者



■建設業の労働環境について（三重県の建設業技術者・技能労働者の休日取得状況）

• 技術者・技能労働者の週休２日（４週８休）の取得率は近年、改善傾向ではあるが、全体の２割程度と低く、週休２日
の働き方が浸透していない。

【技術者】

【技能労働者】

休日の取得状況（県内建設企業アンケート）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）

1-4．現状と課題

回答企業※

Aランク 24%
Bランク 21%
Cランク 55%

三 重 県
Mie Prefecture
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【アンケート対象】
令和4年度建設工事入
札参加資格（土木一式
工事）を有する県内建
設業者1,580業者

2021年度回答ランク別休日取得状況

2021年度回答ランク別休日取得状況

※経営状況や企業の技術評価等により企業ランク（A,B,C）を格付け。
格付けにより、参加出来る入札案件が異なる。



1-4．現状と課題 三 重 県
Mie Prefecture
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• アンケート結果より、「給与・福利厚生」「働く時間・産業の状況」「休日・休暇の状況」については、入社後は全
体の約２割が不満を抱えている傾向がある。

• 入社後、資格取得するための勉強や業務に負担を感じている就業者が多い

■建設業の労働環境について（求める職場環境）

【入社後の実感、会社に対する満足度】

求める職場環境（県内建設企業の若手人材アンケート）
【アンケート対象】
県内建設企業で勤務
する10～30代の若手
就業者

約２割が不満

【入社して負担に感じること】



1-3．現状と課題

■三重県発注工事におけるＩＣＴの取組状況

三重県発注のICT活用工事(土工)の発注年度別推移

〇ＩＣＴ活用工事（土工）の年度別推移と経験施工者数（Ｒ５．５）
• 三重県発注のICT活用試行工事のうち、実際にICTを活用した割合は、平成３０年度発注工事で５９％（４１件/６９

件）、令和元年度は６７％（９０件/１３４件）、令和２年度は６５％（１０４件/１６１件）、令和３年度は６４％
（１４１件/２１９件）、令和４年度は６５％（１５６件/２４０件）となっている。

• 企業経験率は三重県入札参加資格者Ａランクの６４％（１３８社/２１７社）、Ｂランクの２２％（４９社/２２３社）
に留まっている

H29 H30 R1 R2 R3 R4

三 重 県
Mie Prefecture
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49

138

174

79

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｂランク

Ａランク

経験 未経験

県内建設企業のＩＣＴ経験率

N=217社

N=223社

64%

22%

※ICT（Information and Communication Technology）
・「情報通信技術」のことで、建設現場においては、ドローンを活用した起工測量やICT（情報通信技術）を取り入れた重機での作業等を
行うことにより、施工の効率化や品質の確保を図るもの



1-4．現状と課題
土工にかかる所要日数、作業工数などの比較

ICTを活用した回数による土工にかかる所要日数、作業工数等の比較

ICT（土工）を１回目（初めて）施工する
場合と、５回以上施工する場合を比較する
と、５回以上の施工の場合、１回目に比べ
て、約１７％作業工数が短縮される。

特に繰り返し経験することで、削減効果は
向上する。

ICT（土工）による「①起工測量」から、
「⑤データ納品」までの一連の延べ作業工
数（人・日）は、従来施行と比較すると、
令和４年度完了工事で、３９％の削減効果
がみられる。

特に「④３次元出来形管理」の削減効果が
大きい。

三 重 県
Mie Prefecture
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■建設業の生産性向上の取組について（建設企業におけるIＣＴ活用状況）

• 企業アンケートでは、Ｂ・Ｃランク企業でICT活用が進んでいない結果となった。また、約半数が今後ICTを進める予
定はないと回答している。Ａランク企業は、ＩＣＴ活用による生産性向上の取組に積極的である。

• ICT活用が進まない、検討しない主な理由として、ＢＣランク企業を中心に「経費の確保が困難」「必要性を感じな
い」「技術者育成のためのノウハウ・時間がない」等が挙げられる。

ICT活用が進まない、検討しない理由
（県内建設企業アンケート）

業務効率化、生産性向上への取組状況
（ＩＣＴ活用）（県内建設企業アンケート）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）

（出典：地域建設産業のあり方検討委員会（三重県）報告書）

1-4．現状と課題

回答企業
Aランク 24%
Bランク 21%
Cランク 55%

三 重 県
Mie Prefecture
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【アンケート対象】
令和4年度建設工事入
札参加資格（土木一式
工事）を有する県内建
設業者1,580業者

【アンケート対象】
令和4年度建設工事入
札参加資格（土木一式
工事）を有する県内建
設業者1,580業者



■三重県における遠隔臨場の取組み

1-4．現状と課題 三 重 県
Mie Prefecture

19

 遠隔臨場の試行要領をR４.７月に改定し、県土整備部が発注する全ての建設工事に適用を拡大しました。

使用材料の確認基礎矢板施工状況確認

●受注者アンケートより
（メリット）・待機時間の短縮が図れた。・段階確認などの立会が効率化された。・社内検査にも利用できた。・立会の待ち時間が短縮できた。
（デメリット）・カメラ機器を扱う人員が余分に必要。・通信環境の確保が必要。

海岸護岸鉄筋組立状況確認

 施工状況の確認、使用材料の確認等で遠隔臨場を活用しました。（令和４年度 ２２件実施）

（通信環境が整わない現場や工種によって遠隔臨場による確認等が不十分、非効率となることが明確な工事を除く。）

（

出来形の確認

従 来

・書類は紙でのやり取り
・書類のやり取りは原則
開庁時間
・書類提出による移動
コストを要する

・書類は情報共有システム上
でやり取り
・書類のやり取りはいつでも
どこでもできる
・書類提出による移動コスト
の削減

期待される効果
• 工事帳票の処理の迅速化
• 工事帳票の整理作業の軽減
• 検査準備作業の軽減
• 情報共有の迅速化
• 日程調整の効率化

公共工事の受注者、
発注者それぞれが
参加できるクラウド
システム。

発注者 受注者

情報共有システムのイメージ（クラウドシステム内）

■情報共有システム（ASP)の試行

 情報共有システム（ASP)の試行に取り組んでいます。



三 重 県
Mie Prefecture

２．第三次三重県建設産業活性化プランの取組結果

2-1．第三次三重県建設産業活性化プランの概要

2-2．第三次三重県建設産業活性化プランの取組結果
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２．第三次三重県建設産業活性化プランの取組結果



①若手技術者の登用の促進 ②新技術（情報通信技術等）の活用

１．入札制度の改善 １．ICT活用工事の推進【再掲】

２．建設キャリアアップシステムの活用 ２．BIM／CIMの導入に向けた検討【再掲】

①適正な利潤の確保

１．ダンピング受注の防止

２．適正な予定価格の設定と適切な結成変更

②計画的な入札参加の促進

１．発注見通しの改善

③受注機会の確保

１．入札契約制度の改善

地域の建設業は、県民生活に必要不可欠な社会資本の整備・維持修繕はもとより、地域の安全・安心や雇用の確保など、重要な役割を
担っています。しかしながら、就業者の高齢化、若年就業者の減少が進行しており建設企業の経営環境は厳しい状況となっています。

将来の担い手を確保し、建設業が社会資本の整備・維持修繕や災害対応などの役割を今後も果たすために、第三

次三重県建設産業活性化プランを策定し、建設業の活性化に取り組みます。

１ 策定の趣旨

建設業の活性化のためには、将来にわたり地域の建設業の担い手を確保していくことが重要な課題ととらえ、

働き方改革の視点をふまえて、新三重県建設産業活性化プラン（以下前活性化プランという。)に引き続き入札・契約制度の改善を

中心に取組を進めます。

３ 取組方向

「技術力を持ち地域に貢献できる建設業」 ～確かな技術で地域に必要とされ未来に存続する～

２ 将来ビジョン

４ 取組施策

取組１ 担い手確保や労働環境改善の取組

①若手入職者確保・育成（定着）の支援 ②長時間労働の是正と労働環境改善

１．建設企業と教育機関との連携の支援 １．週休2日制工事の拡大

２．入札契約制度の改善 ２．適正な下請契約の促進

３．建設業の魅力発信の支援

取組２ 生産性向上への取組

①生産性の向上 ②建設現場での情報通信技術の活用

１．施工時期の平準化 １．ICT活用工事の推進

２．書類の簡素化等 ２．BIM／CIMの導入に向けた検討

取組３ 技術の承継や新技術の活用に向けた取組

取組４ 地域維持や災害対応への体制強化の取組

①地域維持への体制強化

１．地域維持型業務委託・工事の改善

②災害対応への体制強化

１．建設企業の災害対応力の維持・向上

２．複数の建設企業による災害対応訓練への支援

取組５ 適正な利潤の確保や安定経営への取組

地域の建設企業による災害対応

地域の建設企業による防疫対応

2-1．第三次三重県建設産業活性化プランの概要 三 重 県
Mie Prefecture
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指標 週休２日制工事達成率【R5d目標値：70％】H30d：21％ ⇒ R4d：77% 

主な取組

①若手入職者確保・育成（定着）の支援
②長時間労働の是正と労働環境改善

取組１ 担い手確保や労働環境改善の取組

取組の評価

・建設業の魅力発信については、協会と連携し出前授業
や現場見学会、進路指導教諭との交流会等を実施し取
組が進んだ。

・週休２日制工事については、協会と連携し策定した
ロードマップにより段階的に取組を拡大した結果、週
休２日の現場閉所が浸透し目標を達成

残された課題

・担い手確保の取組が、入職に繋がっているか効果検証
が必要。

・生徒・先生へしっかり届く方法で、建設業の魅力発信
をする必要がある

・週休２日制工事について、市町発注工事・民間工事へ
の浸透が必要。

21
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週休２日（4週８休）達成率
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出前授業等の魅力発信取組数

取組指標

（４週８休を達成した工事件数 / 月二回土日完全週休二日制工事件数）

2-2．第三次三重県建設産業活性化プランの取組結果
三 重 県
Mie Prefecture
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指標 公共事業の平準化率 【R5d目標値：80％】H30d：75％ ⇒ R4d：77% 

2-2．第三次三重県建設産業活性化プランの取組結果

主な取組

①生産性の向上
②建設現場での情報通信技術の活用

取組２ 生産性向上への取組

取組の評価

・施工時期の平準化については、債務設定の活用や平準
化マネジメントツールの活用が浸透し、計画時点より
改善。

・ＩＣＴ活用工事については、試行工事や適用工種の拡
大、普及啓発により、取組が進んだ。

・ＢＩＭ／ＣＩＭの取組の方向性を検討することができ
た。

残された課題

・引き続き施工時期の平準化への取組（市町への浸透を
含む）が必要。

・ＩＣＴ活用工事の浸透、遠隔臨場、ＡＳＰの普及に向
け、引き続き普及啓発を続ける必要がある

・ＢＩＭ／ＣＩＭについて、国の動向を踏まえ、引き
続き方向性を確認していく必要がある。

取組指標
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（実施工事数 / 対象工事数）

三 重 県
Mie Prefecture
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※BIM/CIM（Building/Construction Information Modeling,Manegement)
・計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工・維持

管理においてもこれを活用することで、事業全体の品質確保と受発注者
双方の業務効率化・高度化を図るもの



指標 若手技術者の登用率 【R5d目標値：17％】H30d：12.3％ ⇒ R4d：9.0% 

2-2．第三次三重県建設産業活性化プランの取組結果

主な取組

①若手技術者の登用の促進
②新技術（情報通信技術等）の活用

取組３ 技術の承継や新技術の活用に向けた取組

取組の評価

・若手技術者の登用については、総合評価における若手
技術者の評価、工事成績点の加点等の施策を実施した
が、効果が発揮されず目標達成が困難。

・ＣＣＵＳについては、ＣＣＵＳ活用モデル工事の拡大
等により、元請事業者の登録が進んだ。

残された課題

・若手技術者の登用が促進されるよう、取組施策を抜本
的に見直す必要がある。これまでの取組を検証し、実
態を踏まえた技術や技能が継承される仕組みに改善す
る必要がある。

取組指標
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三 重 県
Mie Prefecture
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※CCUS（Construction Career Up System) 建設キャリアアップシステム
・業界統一のルールで、就業履歴や保有資格などをＩＣカードを通じ蓄積す

ることで、技能者の処遇改善や技能の研鑽を図るシステム



指標 地域維持型共同企業体の施工率 【R5d目標値：80％】H30d：68％ ⇒ R4d：72%

2-2．第三次三重県建設産業活性化プランの取組結果

主な取組

①地域維持への体制強化
②災害対応への体制強化

取組４ 地域維持や災害対応への体制強化の取組

取組の評価

・道路除草を地域維持共同企業体としたことや、指示上
限額の拡大により、計画時点より施工率が改善した

残された課題

・引き続き、大規模災害時に初動体制が確保できるよう、
企業ＢＣＰの導入促進や、災害対応訓練の継続を行う
必要がある。

取組指標
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地域維持型共同企業体の施工率

（地域維持型業務委託の契約額 / 全維持修繕契約額）

三 重 県
Mie Prefecture
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※BCP（Business Continuity Plan）
・自然災害など、予期せぬ事態が発生したときでも、業務を継続できるよう

にするための計画



3.9
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売上高経常利益率

指標 売上高経常利益率 【R5d目標値：3.9％】H30d：4.4％ ⇒ R3d：5.0% ※R4d値はR5年11月に公表

2-2．第三次三重県建設産業活性化プランの取組結果

主な取組

①適正な利潤の確保
②計画的な入札参加の促進
③受注機会の確保

取組５ 適正な利潤の確保や安定経営への取組

取組の評価

・国土強靱化等の施策により売上高が伸びたことや、労
務費の上昇に対する設計単価の反映などにより、売上
高経常利益率が向上した。

残された課題

・引き続き、適正利潤の確保に向け、物価上昇や売上高
経常利益率に注視し、施策を継続及び改善する。

取組指標
R5.11月
公表

（県内建設企業（売上高１億円以上）の売上高経常利益率の平均値）

三 重 県
Mie Prefecture
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三 重 県
Mie Prefecture

３．次期プランで取り組むべき課題（案）

3-1. 担い手、労働者の確保（案）

3-2．建設現場の生産性の向上（案）

3-3．労働環境の改善（案）
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３．次期プランで取り組むべき課題（案）



現状分析結果

プラン取組結果

②県内の新卒就職者数は全産業で減少傾向 (P10)
（４年間で１８％減）

③建設業の有効求人倍率は高く推移しており、慢性的
な人材不足 (P10)

④入職のきっかけは、学校関係者や家族・親族からの
紹介が多い (P10)

３．次期プランで取り組むべき課題（案）

❶出前授業、現場見学会、進路指導教諭との交流会な
ど、継続して取り組んだ結果、担い手確保の取組は
大きく進んでいる。(P22)

❷一方で、取組が入職に繋がっているかが不透明。
(P22)

❸工業系高校より、入職に向けて在学中に資格取得さ
せるなど、早めの動機付けが効果的であるとのアド
バイスを受けた。(P22)

課題

学校の情報やニーズをいち早く
把握するため、各学校へ継続的
に訪問を行い、関係性の構築を
図る必要がある。
（①～④、❶、❷）

①県内就業者数は減少傾向（１５年間で２５％減）
（東紀州地域が顕著） (P9)

就職先としての建設業の定着

生徒に届く魅力発信

Ｕ・Ｉターン人材の確保

新卒就業者の減少を補うＵ・Ｉ
ターン人材等への働きかけが必
要である。
（①、②、③、⑤）

県内建設業
の就業者数

入職動向

担い手確
保の取組

採用動向
⑤新規採用者以外にも、社会人（中途採用）の採用
など幅広く人材確保がされている。(P11)

入職に向け効果的な取組を検討
し、実施していく必要がある。
あわせて、建設業が職業選択肢
となるよう、生徒とともに保護
者へも早めの動機付けが必要で
ある。
（④、❶、❷、❸）

三 重 県
Mie Prefecture
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3-1.担い手、労働者の確保



●生産性の向上

3．次期プランで取り組むべき課題（案）

現状分析結果

プラン取組結果

③アンケートより、ＢＣランクでは経費や人材確保の
観点から進まないとの回答が４割。(P18)

④人材育成を行うためのノウハウ、時間がないとの回
答が３割。(P18)

⑤遠隔臨場、ASPについて、試行を進めている。(P19)

❶試行工事の実施件数は年間２４０件まで増加した
が、ここ数年の実施率は、約６５％で高止まり。
(P16,23)

❷ICT活用により、生産性向上の効果は確認されて
いる。(P17,23)

❸採算性の観点から、小規模な現場などで実施率が悪
い傾向にある。(P18,23)

❹ＢＩＭ/ＣＩＭについて、試行を進めている。(P23)

課題

①企業の経験率は、Ａランクの６４％、Ｂランクの
２２％に留まっている。(P16)

②アンケートより、Aランク企業では、約８割が活用
を進めている又は積極的に活用していきたいとの意
向を持っている。(P18)

建設DXの普及啓発

ＩＣＴ活用工事の
小規模現場等への対応

人材育成

ICT、遠隔臨場、ASPについて、
導入効果を広く周知し、業界全
体に建設DXの浸透を図る必要
がある。
（①、②、⑤、➊、❷）

採算性の悪い小規模現場に対応
できるＩＣＴ活用工事の導入が
必要である。（③、❸）

ＩＣＴに対応できる人材が不足
しており、人材育成に対する支
援が必要である。（③、④）

ＢＩＭ／ＣＩＭの活用

ＢＩＭ／ＣＩＭを活用・拡大し
ていくため、３次元測量の活
用・普及が必要である。
（❹）

県内企業
ICT経験率

ICT活用
の意向

ICT活用
が進まな
い理由

試行工事
の結果

三 重 県
Mie Prefecture
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3-2.建設現場の生産性の向上



30

3．次期プランで取り組むべき課題（案）

週休二日相当の休暇取得が業界
全体に浸透していないことから、
市町、民間含めて取り取り組む
必要がある。
（①、③、➊、❷）

現状分析結果

①依然として高い離職率 (P12)
（仕事内容、労働時間、給与）

②時間外労働の上限規制が、Ｒ６．４より適用 (P13)

③週休二日相当の休暇取得率は低い (P14)
④年間総実労働時間は、他産業と比較して年間３００
時間以上は長い (P13)

⑤入社後２割の社員が「給与・福利厚生」不満 (P15)

プラン取組結果

➊県発注工事の週休二日試行工事は概ね浸透 (P22)
（Ｒ４達成率７７％）

❷週休二日制工事は市町、民間には浸透していない。
(P22)

❸若手登用は進まなかった。 (P24)

課題

処遇の改善と人材育成

休日の確保

時間外労働時間の削減

時間外労働の上限規制への対応
も含めて、時間外労働の削減に
取り組む必要がある。
（①、②、④）

給与や福利厚生の改善や就業者
定着に向けたキャリア構築が必
要（①、⑤、❸）

就業者人口が減ることを前提とした担い手確保の取組（維持・定着）及び、労働力の減
少を補完する生産性の向上に取り組む。
あわせて、すべての技術者にとって魅力ある労働環境の実現を目指す。

次期プランで目指すべき内容

社会情勢

県内建設業
の実情

労働環境
の改善

三 重 県
Mie Prefecture
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3-3.労働環境の改善



三 重 県
Mie Prefecture目 次

４．次期プランの検討方針と取組施策（案）

4-1．次期プランの検討方針（案）

4-2．取組方針１「担い手の確保」の取組施策（案）

4-3．取組方針２「生産性の向上」の取組施策（案）

4-4．取組方針３「労働環境の改善」の取組施策（案）

4-5.  次期プランの構成（案）
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【労働環境の改善】

4-1．次期プランの検討方針（案） 三 重 県
Mie Prefecture

休日の確保や長時間労働の是正、
女性活躍等を推進し、労働環境の
改善を図る

【生産性の向上】

業務プロセスの仕組みの改善や、
建設ＤＸの導入により、 生産性を
向上させる

地域の建設企業の存続（時代の変化に対応した経営）

【担い手の確保】

教育機関との連携の下、建設業の
魅力を発信し、担い手を確保する

次期プラン（Ｒ６～Ｒ９）の策定

• 県と建設業界が連携することで、建設業が抱える課題等を解決し、地域の建設企業が時代の変化に対応
しながら、将来にわたり存続し続けることを目指して、次期建設産業活性化プランを策定する。

取組方針（案）
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4-2．取組方針１「担い手の確保」の取組施策（案）

取組方針１ 担い手の確保 (教育機関との連携の下、建設業の魅力を発信し、担い手を確保）

（１）教育機関等との連携 （３）U・Iターン人材への
働きかけ（他部局との連携）

出前授業（担い手確保支援ﾁｰﾑ）

教員と企業との交流会

建設業界と一体となった学校訪問

（２）生徒への魅力発信
・動機付け

２級施工管理技士資格取得支援
（受験費用補助）

（事例）

取組施策（案）

（１）教育機関・建設業界・行政の連携

（２）生徒への魅力発信・動機付け

（３）Ｕ・Ｉターン人材等への働きかけ

（課題）

・就職先としての建設業の定着

・生徒に届く魅力発信

・Ｕ・Ｉターン人材等の確保

三 重 県
Mie Prefecture
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4-3．取組方針２「生産性の向上」の取組施策（案）

取組方針２ 生産性の向上（業務プロセスの仕組みの改善や、建設ＤＸの導入により、生産性を向上）

ICT建機による掘削・盛土

（１）建設現場における生産性向上

・ICT活用工事の推進

・建設DX促進説明会の継続

取組施策（案）

（１）建設現場における生産性向上

（２）ＩＣＴ人材の育成

（３）測量・設計・施工の効率化

（課題）

・建設DXの普及啓発

・ICT活用工事の小規模現場等への対応

・人材育成

・BIM／CIMの活用

（３）測量・設計・施工の効率化

（２）ICT人材の育成

・ＩＣＴ研修の開催

（他県事例）

遠隔臨場

・遠隔臨場の実施

・BIM/CIMの活用支援・三次元測量の普及

三 重 県
Mie Prefecture
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4-4．取組方針３「労働環境の改善」の取組施策（案）

取組方針３ 労働環境の改善（休日の確保や長時間労働の是正、女性活躍等を推進し労働環境を改善）

（１）週休２日制の定着

建設キャリアアップシステム
（CCUS）の活用

（３）適正な利潤の確保・人材育成・福利厚生

物価高騰への適切な対応

取組施策（案）

（１）週休２日制の定着

（２）施工管理の効率化・分業化

（３）適正な利潤の確保・人材育成・福利厚生など

（給与水準、CCUSの活用など）

（課題）

・休日の確保

・時間外労働時間の削減

・処遇の改善と人材育成

（２）施工管理の効率化・分業化

建設ディレクター等の活用

発注者 受注者

ＡＳＰ

三 重 県
Mie Prefecture
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4-5．次期プランの構成（案） 三 重 県
Mie Prefecture

36

取組方針（案） 取組施策（案） 取組内容（案） 取組指標（案）

担い手の確保
教育機関・建設業界
・行政の連携

生徒への魅力発信
・動機付け

U・Ｉターン人材
への働きかけ

建設現場における
生産性向上

施工管理の効率化・
分業化

測量・設計・施工
の効率化

週休２日制の定着

・各学校への個別訪問による
指導教諭との関係強化

・早期の情報収集

・出前授業・現場説明会
・在校生への資格取得支援

・指導教諭、就職アドバイ
ザーとの関係強化

・県他部局との連携

・建設DX促進説明会の継続
・ICT活用工事の推進
・遠隔臨場

・社内分業（建設ディレク
ター等）

・ASP

・BIM/CIM活用、支援
・三次元測量の普及

・週休二日制工事の促進
・市町、民間工事（建築）へ
の周知

・物価高騰等への適切な対応
・CCUS、若手登用
・福利厚生の充実

生産性の向上

労働環境の改善

適正な利潤の確保・
人材育成・福利厚生

ＩＣＴ人材の育成
・ＩＣＴ研修の開催

次回以降
で議論次回以降で議論


